
遠隔移報システム等による火災通報の取扱要綱 

昭和６３年７月１日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、火災の早期覚知の観点から、遠隔移報システム等による

火災通報を承認するにあたっての条件を定めるとともに、当該通報があった

場合の消防活動の対応等について必要な事項を定める。 

（対象） 

第２条 対象とする通報形態は次のとおりとする。 

 (１) 直接通報 

   消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第１７条の

適用をうける自動火災報知設備と火災通報装置とを接続し、自動火災報知

設備が作動した旨を、人の手を経ず自動的に１１９番に通報されるものを

いう。 

 (２) 即時通報 

   自動火災報知設備（任意設置を含む。）の火災情報を、まず、警備業者、

第三セクター等の第三者機関（以下「業者等」という。）に移報し、業者

等の火災対応の一環として、火災確認を経ることなく消防機関に通報され

るものをいう。 

（適用） 

第３条 適用する防火対象物は次のとおりとする。 

 (１) 直接通報に係る防火対象物 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく特別支援学校に付属す

る寄宿舎 

 (２) 即時通報に係る防火対象物 

   政令別表第１に掲げる防火対象物のうち夜間、休日等において無人とな

るもの。 

（承認条件） 

第４条 承認条件は次のとおりとする。 

 (１) 直接通報に係る条件 

  ア 防火管理が適正に行われていること。 



  イ 火災通報装置は、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２

５条の基準、平成８年２月１６日付け消防予第２２号「消防機関へ通報

する火災報知設備の取扱いについて」及び平成８年８月１９日付け消防

予第１６４号「火災通報装置の設置に係る指導・留意事項について」に

より設置し、維持管理されていること。 

  ウ 火災の対応が適切に行えるよう、当該防火対象物の関係者の所在地へ

も、同時に移報するものであること。 

  エ 自動火災報知設備は、適正に設置し、維持管理され、かつ、十分な非

火災報対策が講じられていること。 

  オ 遅くとも消防隊到着後２０分以内に業者等で夜間、休日等の防火管理

業務の委託を受けた者、又は防火対象物の関係者が現場に到着し非火災

である場合、真火災である場合、いずれにおいても適切な対応ができる

体制がとられていること。 

  カ 事前の破壊消防への同意、自動火災報知設備連動開錠、又は業者等若

しくは防火対象物の関係者による消防機関よりも早い現場到着等、消防

隊が到着後速やかに自動火災報知設備の受信機に到着し、対応できる手

段が確保されていること。 

  キ 自動火災報知設備の受信機からＮＴＴ回線等へ移報する装置、機器が

一定の性能を有し、適正な維持管理がなされているものであること。 

 (２) 即時通報に係る条件 

  ア 第１号のア及びエからキに適合していること。 

イ 次に掲げる条件を満たすものとして、あらかじめ登録を受けた業者等

に火災確認、初期消火等の対応を委託し、これらの業者等から消防機関

に通報がなされるものであること。 

 (ア) 防火管理及び火災対応に関する十分な知識及び経験を有する者で

あること。 

 (イ) 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。 

 (ウ) 自動火災報知設備から遠隔移報された火災情報を受信する機器等

の維持管理が適正であること。 

（申請、審査等） 



第５条 この要綱により承認を申請しようとする防火対象物の関係者は、次に

掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類（正副２部）を消防長に申請する

ものとする。 

 (１) 直接通報 

  ア 直接通報承認申請書（第１号様式） 

  イ 防火対象物概要（第２号様式） 

  ウ 自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（第３号様式） 

  エ 火災通報装置の設置・維持管理の現況（第４号様式） 

 (２) 即時通報 

  ア 即時通報承認申請書（第１号様式の２） 

  イ 防火対象物概要（第２号様式の２） 

  ウ 自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（第３号様式） 

２ 申請書の受理 

  前項による承認申請があった場合は、記載事項等の適否を確認し次の処理

簿に記載し受理するものとする。 

 (１) 直接通報   直接通報承認申請書処理簿（第５号様式） 

 (２) 即時通報   即時通報承認申請書処理簿（第５号様式の２） 

３ 承認に係る審査 

  承認申請の内容が第４条に定める承認条件に適合しているか否かの審査は

次により行うものとする。 

 (１) 対象物の実態調査 

   申請に係る対象物の実態調査は、当該対象物の防火対象物台帳を基に過

去の立入検査結果、消防用設備等の設置届出及び点検報告書等と申請書類

の記載内容とを照合して行うほか、必要に応じて現場調査を実施する。 

 (２) 申請内容の審査 

   第４条に定める承認条件中、第１号ア（第２号のアにおいて準用する場

合を含む。）については、防火管理状況調査書（第６号様式）第１号エ（第

２号のアにおいて準用する場合を含む。）については自動火災報知設備設

置・維持管理状況調査書（第７号様式）を作成し審査する。 

４ 承認の決定 



  前項の審査の結果すべて適合している場合は、承認を決定し、直接通報承

認台帳（第８号様式）又は即時通報承認台帳（第８号様式の２）に記載する

とともに、  通報承認通知書（第９号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

  なお、承認条件に不適合があり承認できない場合は、  通報不承認通知

書（第９号様式の２）により申請者に理由を付してその旨を通知するものと

する。 

５ 承認する場合の指導 

  審査の結果承認した防火対象物（以下「承認対象物」という。）の関係者に

対し、次の事項を遵守するよう指導するものとする。 

 (１) 承認通知書に記載した実施時期（承認通知を受けた日から７日を経過

した日以降）を厳守すること。 

 (２) 誤操作による出動を防止するため、承認対象物の従業員に対し、自動

火災報知設備及び火災通報するための装置、機器の取扱いについて習熟さ

せること。 

 (３) 発災時の初動対応を適切に実施すること。 

 (４) 真火災の場合は、関係者が直ちに直接通報承認対象物にあっては火災

通報装置の手動起動装置を操作し、即時通報承認対象物にあっては、その

旨を通報すること。 

 (５) 非火災の場合は、関係者が直ちにその旨を通報すること。 

 (６) 通報システムを構成する各機器の維持管理を適正に行うこと。 

６ 承認後の継続指導 

 (１) 承認後においても立入検査、訓練指導時等に当該承認対象物の承認条

件の遵守状況を把握し、不備事項については、その是正を強力に指導する

こと。 

 (２) 承認後、自動火災報知設備の非火災報が発生する場合には、その原因

を究明し、当該原因の内容に応じ非火災報の発生を防止するための防火対

象物の管理又は環境に適応した感知器の交換等適切な非火災報対策を実施

するよう指導すること。 

７ 承認内容の変更等 



  承認対象物において次に掲げる事項について変更が生じた場合は、通報承

認内容変更届出書（第１０号様式）により正副２部届出なければならない。 

 (１) 承認対象物の名称 

 (２) 承認対象物の番地（住居表示を含む。） 

 (３) 承認対象物の管理権原者の職、氏名 

 (４) 承認対象物の構造、用途等 

 (５) 自動火災報知設備及び火災通報装置の大規模な増設、改設等 

 (６) その他、特に必要であると認める事項 

８ 審査の見直し 

  承認後３年ごとに、承認対象物について第３項に定める審査を行い、その

結果を承認台帳に記載する。 

９ 業者等の登録 

 (１) 登録申請 

  ア 即時通報を受託しようとする業者等は、即時通報業者等登録申請書（第

１１号様式）に次に掲げる書類を添えて正副２部、消防長に申請しなけ

ればならない。 

(ア) 防災教育担当者資格講習会の修了証の写し 

(イ) 防災教育に関する計画 

(ウ) 待機場所、要員数、配置車両数及び受託区域を明示した図面 

(エ) その他、必要と認める書類 

  イ 登録の有効期間（３年）が終了しようとしている業者等は、即時通報

業者等登録申請書（第１１号様式）に次に掲げる書類を添えて正副２部、

消防長に申請しなければならない。 

(ア) 前記アの(ア)から(ウ)に掲げるもののうち変更事項 

(イ) その他必要と認める書類 

 (２) 登録の決定 

   消防長は、前号による申請の内容が第４条第２号のイに掲げる条件のす

べてに適合している場合は、登録を決定し、即時通報業者等登録名簿（第

１２号様式）に記載するとともに、即時通報業者等登録通知書（第１３号

様式）により申請者に通知する。 



   なお、登録条件に不適合があり登録できない場合は、即時通報業者等不

登録通知書（第１３号様式の２）により申請者に理由を付してその旨を通

知するものとする。 

 (３) 登録内容の変更等 

   前号による登録の決定を受けた業者等は、登録申請書の記載内容に変更

が生じた場合、即時通報業者等変更届出書（第１４号様式）により正副２

部届出なければならない。 

10 承認及び登録の取消し 

  第４項の承認及び第９項第２号の登録については、それぞれの条件に適合

しないものであることが明らかとなった場合、当該承認又は登録の取消しを

決定し、  通報承認取消通知書（第９号様式の３）又は即時通報業者等登

録取消通知書（第１３号様式の３）により関係者に理由を付してその旨通知

するものとする。 

（消防活動の対応等） 

第６条 直接通報又は即時通報に対する出動体制は、防府市警防規程（平成１

５年消防本部訓令第１号）第１５条に基づく火災等出動体制運用要綱（平成

１５年３月１日制定）に定めるものとする。 

２ 出動に係る報告 

  小隊長は前項により出動した場合は、その結果を  通報に係る対応結果

について（報告）（第１５条様式）により報告しなければならない。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６３年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月１０日から施行する。



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

直接通報承認申請書 

年  月  日  

 （宛先）防府市消防長 

 

申請者 

住所 

氏名                       

 

  下記防火対象物について、防火管理、自動火災報知設備等の維持管理及び非火災報

対策を適正に行うことを条件として、直接通報の承認を申請します。 

記 

防   火 

対 象 物 

所 在 地    電話 

名   称  用途  

管理権原者 

職・氏名 
 

防火管理者 

職・氏名 
 

火 災 通 

報 装 置 

設置場所  

設置機器 （認定番号） 

※ 受 付 

 

 

備考 １ 必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 

   ２ ※印の欄は、記入しないでください。 



第１号様式の２ 

即時通報承認申請書 

年  月  日  

 （宛先）防府市消防長 

 

申請者 

住所 

氏名                       

 

 下記防火対象物は、夜間・休日等において無人となりますので、自動火災報知設備

等の維持管理及び非火災報対策を適正に行うことを条件に、即時通報の承認を申請し

ます。 

 なお、内部確認のため必要な破壊を承諾します。 

記 

 

防   火 

対 象 物 

所 在 地    電話 

名   称  

用   途  

管理権原者 

職・氏名 
 

火 災 通 

報 装 置 

氏名 

法人にあっ

ては 

名称及び 

代表者の

職・氏名 

 

（登録番号）     号 

※ 受 付 

 

 

備考 １ 必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 

   ２ ※印の欄は、記入しないでください。 



第２号様式 

防火対象物概要 

 

名  称  

用  途  構 造       造 

地上   階 

階  数 

地下   階 

昼間の職員数     名 夜間の職員数     名 要介護者数     名 

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 

防火管理者 

選任年月日 
年   月   日 

消防計画  

届出年月日 
年   月   日 

（要介護者の就寝室の状況図） 

 

備考 必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 



第２号様式の２ 

防火対象物概要 

 

名  称  

用  途  構造       造 

地上   階 

階  数 

地下   階 

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 

消防隊の 

受信機へ 

の到達手段 

 

（受信機の設置場所の状況図） 

 

備考 必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 

 



第３号様式 

自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（その１） 

防火対象物の名称  

受 信 機 

型   級   ／   回線 

製造会社名  型式番号 受第    号 

設 置 場 所 （詳細については別図のとおり） 

中 継 機  回線   個   電源   （監視方式・非監視方式） 

副 受 信 機 型   級    ／   回線 

電 源 
非 常 電 源 

AC   V   非常電源専用受電設備回路 

電灯回路・動力回路 

DC   V   AH 充電方式 トリクル・浮動 

使用別  専用・共用 

予 備 電 源 受信機  V   AH 中継機  V   AH 

設 置 年 月 日 年    月    日 

点 検 実 施 状 況 

最終点検  

実施年月日 

外観点検 年    月    日  

機能点検 年    月    日  

総合点検 年    月    日  

最 終 点 検 報 告 年 月 日 年    月    日  

点 検 実 施 者 

会社の所在地・名称 

氏  名  免状の種類  

会社の所在地・名称 

氏  名  免状の種類  

非火災報対策等の

内容及び性能等 

自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（その２）に示すと

おり 

指 摘 事 項 の 

改 修 状 況 

改     修     内     容 改 修 年 月 日 

  

  

  

  

  

承認申請に係る自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況は上記のとおりです。 

            年  月  日 

                          管理権原者                                 

備考 １ 指摘事項の改修状況欄は、予防査察結果通知書により指摘された不備・欠

陥事項及び自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（その２）による指

摘事項の改修内容を記入して下さい。 

   ２ 必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 



自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（その２） 

（非火災報対策等の内容及び性能等） 

防火対象物の名称  

非火災報対策の 

 

 

内容及び性能等 

感 知 器 の 適 材 適 所 の 処 置 状 況 

蓄 積 式 感 知 器 
無・有（製造会社     型式     ） 

有する警戒区域（            ） 

その他の感知器 最近の処置状況 

非 火 災 報 対 策 機 器 の 設 置 状 況 及 び 性 能 等 

蓄 積 式 受 信 機 
無・有（製造会社     型式     ） 

適応性（良・否） 性能・機能（良・否） 

蓄 積 式 中 継 機 

無・有（製造会社     型式     ） 

有する警戒区域（            ） 

適応性（良・否） 性能・機能（良・否） 

蓄 積 付 加 装 置 
無・有（製造会社     型式     ） 

適応性（良・否） 性能・機能（良・否） 

移報装置等の種別 

及 び 性 能 等 

①移報端子（ａ受信機 ｂ蓄積付加装置） 

②継電器式移報装置（型式                ） 

③集音マイク移報装置（型式               ） 

④その他 

性能・機能（良・否） 

感知器の型式失効等 無・有（失効  年  月  日・特例終期  年  月  日） 

中継器の型式失効等 無・有（失効  年  月  日・特例終期  年  月  日） 

受信機の型式失効等 無・有（失効  年  月  日・特例終期  年  月  日） 

○ 調査実施者の意見 

上記の防火対象物に設置された自動火災報知設備の非火災報対策の内容及び性能等については 

年  月  日調査・確認した結果、下記の指摘事項の是正等を図れば、消防法第１７条

に規定される技術上の基準及び承認条件等の基準に適合するものと思料されます。 

 

○ 指摘事項 

 

 

調査実施者 

会社の所在地・名称 

資格  種  類 消防設備士番号    取得年月日 

最終法定講習受講年月日         受講都道府県 

住 所 

氏  名                                     

備考  必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 



第４号様式 

火災通報装置の設置・維持管理の現況（その１） 

防火対象物の名称  

火災通報装置の 

型 式 等 

品 名  

型 式  認定番号  

製 造 会 社  

電 源 
常 用 電 源 定格電圧     Ｖ 定格電流     Ａ 

予 備 電 源 定格電圧     Ｖ 定格電流     Ａ 

設 置 場 所 

火災通報装置  

押しボタン等  

送 受 話 器  

設 置 年 月 日  

点 検 実 施 状 況 

最 終 点 検 

実施年月日 

外観点検 年    月    日  

機能点検 年    月    日  

総合点検 年    月    日  

最終点検報告年月日 年    月    日  

点 検 実 施 者 

会社の所在地・名称 

氏 名  免状の種類  

会社の所在地・名称 

氏 名  免状の種類  

火災通報装置の 

性 能 等 
火災通報装置の設置・維持管理の現況（その２）に示すとおり 

緊急情報連絡先 

第一順位 防府市消防本部 

第二順位 
所在地・名称 

責任者             電話 

第三順位 
所在地・名称 

責任者             電話 

付 属 装 置 
名称  

名称  

承認申請に係る火災通報装置の設置・維持管理の現況は上記のとおりです。 

    年      月    日 

                        管理権原者                               

備考  必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 

 



火災通報装置の設置・維持管理の現況（その２） 

          （火災通報装置の性能等） 

防火対象物の名称  

起動装置の機能 
押しボタン等の機能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動機能 良 ・ 否 

強 制 切 替 機 能 良 ・ 否 

自動呼び出し機能 
不応答時の呼び出し機能 良 ・ 否 

話中時の呼び出し機能 良 ・ 否 

緊 急 情 報 

頭 出 し 機 能 

手動起動時の機能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動時の機能 良 ・ 否 

有 効 通 報 時 間 
手動起動時の機能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動時の機能 良 ・ 否 

非 常 停 止 機 能 
手動起動時の機能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動時の機能 良 ・ 否 

通 話 機 能 
手動起動時の機能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動時の機能 良 ・ 否 

緊 急 情 報 種 別 の 選 択 機 能 良 ・ 否 

予 備 電 源 切 替 機 能 良 ・ 否 

自動火災報知設備との連動・非連動切替機能 良 ・ 否 

調査実施者の意見 

 上記の防火対象物に設置された火災通報装置の性能等について  年  月  日

調査・確認した結果、火災通報装置の技術基準及び直接通報承認条件等の基準に適合す

るものと思料されます。 

調査実施者 

会社の所在地・名称 

資格  種  類 消防設備士番号      取得年月日 

最終法定講習受講年月日           受講都道府県 

住 所 

氏  名                                           

備考  必要な関係書類を添付し、２部提出してください。 

 



第５号様式 

直接通報承認申請書処理簿 

№     

番号 名    称 所  在  地 
申 請 

年月日 

調 査 

年月日 

報 告 

年月日 

通 知 

年月日 

備
考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



第５号様式の２ 

即時通報承認申請書処理簿 

№     

番号 名    称 所  在  地 
申 請 

年月日 

調 査 

年月日 

報 告 

年月日 

通 知 

年月日 

備
考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



第６号様式 

防 火 管 理 状 況 調 査 書 

 

番号 判  定  基  準 判  定 備  考 

１ 
管理・監督的立場にある者が防火管理者

として選任、届出されていること。 
適 否 非該当  

２ 

消防計画が作成、届出され、かつ、人事

異動等による修正が適正に行われてい

ること。 

適 否 非該当  

３ 

消防計画に基づく避難訓練が年２回以

上実施され、かつ、夜間の訓練が実施さ

れていること。 

適 否 非該当  

４ 

共同防火管理義務対象物にあっては、共

同防火管理協議事項が作成、届出されて

いること。 

適 否 非該当  

５※ 
防炎対象物品は、防炎性能を有するもの

が使用されていること。 
適 否 非該当  

６※ 

防火・避難施設、火気施設及び危険物施

設等が適正に維持管理され、その状況が

維持台帳に記録、保存されていること。 

適  否  

７※ 

消防用設備等が適正に設置、維持管理さ

れ、その状況が維持台帳に記録、保存さ

れており、かつ、消防法第１７条の３の

３に基づく点検・報告が適正に実施され

ていること。 

適  否  

意 
 
 

見 

 

 

 

 

 

年  月  日      

　 調査者            係  氏名                             

備考 ※印欄は継続的指導事項。 

 

 

 



第７号様式 

自 動 火 災 報 知 設 備 設 置・維 持 管 理 状 況 調 査 書 

区 分 番号 調  査  内  容 調 査 結 果 備 考 

自動火災報知設備 

１ 感知器の型式失効の特例終期 無・有（良・否）  

２ 中継器の型式失効の特例終期 無・有（良・否）  

３ 受信機の型式失効の特例終期 無・有（良・否）  

４ 点検の実施状況 良・否  

５ 点検の措置状況 良・否  

非 火 災 報 対 策 

６ ①感知器の適材・適所 無・有（良・否）  

７ ②蓄積式受信機 無・有（良・否）  

８ ③蓄積式中継器 無・有（良・否）  

９ ④蓄積付加装置 無・有（良・否）  

１０ 

  ａ：①＋② 

⑤ ｂ：①＋③ 

  ｃ：①＋④ 

無・有（良・否）  

そ の 他 

１１ 指摘事項の改修状況 良・否  

１２ 
非火災報対策等の内容及び性

能等の調査実施者 
良・否  

意 見 

 

 

 

年  月  日     

　 調査者          係  氏名                         

備考 指摘事項の改修状況は、自動火災報知設備等の設置・維持管理の現況（その１）

による指摘事項の改修状況の良否を記入してください。 



第８号様式 

直 接 通 報 承 認 台 帳 

№        

承 認 

番 号 

名      称 管理権原者 職・氏名 用  途 建築面積 申請年月日 
見直し年月日 備  考 

住      所 構  造 ・ 階  数 収容人員 延べ面積 承認年月日 

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 
   ㎡    

 造    階   ㎡    

 



第８号様式の２ 

即 時 通 報 承 認 台 帳 

№        

承 認 

番 号 

名 称 代 表 者 氏 名 建築面積 契 約 範 囲 申請年月日 

見直し年月日 備考 住 所 防火管理者氏名 延べ面積 自動火災報知設備 承認年月日 

構 造 ・ 階 数 用途・収容人員 到達手段 非 火 災 報 対 策 現場到達時間 

 

  ㎡ 全部・一部   

   ㎡ 義務・任意   

造   階   Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 有 ・ 無 分  

 

  ㎡ 全部・一部   

   ㎡ 義務・任意   

造   階   Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 有 ・ 無 分  

 

  ㎡ 全部・一部   

   ㎡ 義務・任意   

造   階   Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 有 ・ 無 分  

 

  ㎡ 全部・一部   

   ㎡ 義務・任意   

造   階   Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 有 ・ 無 分  

  ※ 到達手段  Ａ 鍵の保有    Ｃ 自火報連動 

          Ｂ 破壊進入承諾  Ｄ その他 



第９号様式 

第     号  

年  月  日  

           様 

                         防府市消防本部 

                         消防長 

 

   通報承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった  通報については、下記のとおり承認し

ます。 

 なお、承認後において、承認条件に著しく適合しない等不備が生じた場合は、承認

を取り消すことがあります。 

記 

 

名 称 
 

所 在 地 
 

管理権原者 

職・氏名 

 

承認番号 
 

 

（注意） この承認に係る通報は、この通知を受けた日から７日を経過した日以降か

ら実施してください。 

 

 



第９号様式の２ 

第     号  

年  月  日  

           様 

                         防府市消防本部 

                         消防長 

 

   通報不承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった  通報については、下記のとおり承認し

ません。 

 

記 

 

名 称 
 

所 在 地 
 

管理権原者 

職・氏名 

 

不承認理由 

 

備考 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただ 

し、この期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過 

したときは、正当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなくなり

ます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分（審査請求をした場合は、当該審 

査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に 

防府市を被告（代表者 防府市長）として提起することができます。ただし、こ 

の期間内であっても、この処分（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する 

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある 

場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



第９号様式の３ 

第     号  

年  月  日  

           様 

                         防府市消防本部 

                         消防長 

 

   通報承認取消通知書 

 

   年  月  日付けで承認した  通報については、下記のとおり承認を取り

消します。 

 

記 

 

名 称 
 

所 在 地 
 

管理権原者 

職・氏名 

 

取消理由 

 

備考 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただ 

し、この期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過 

したときは、正当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなくなり

ます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分（審査請求をした場合は、当該審 

査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に 

防府市を被告（代表者 防府市長）として提起することができます。ただし、こ 

の期間内であっても、この処分（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する 

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある 

場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



第１０号様式 

     ○ ○ 通報承認内容変更届出書 

年  月  日  

  （宛先）防府市消防長 

                                    届出者 

                                    住所 

                                    氏名                            

承 認 

 

対象者 

承認番号  

所 在 地                 電話 

名 称  

管理権原者  

変 更 

 

内 容 

 

※受付  

 備考 １ ※印欄は記入しないでください。 

    ２ ２部提出してください。 

 



第１１号様式 

即時通報業者等登録申請書（新・更） 

年  月  日  

  （宛先）防府市消防長 

                                    申請者 

                                    住所 

                                    氏名                         

  遠隔移報システム等による火災通報の取扱要綱第５条第９項の規定による即時通

報業者等の登録を申請します。 

氏   名 

法人にあっては、氏名 

及び代表者の職・氏名 

 

住   所 

法人にあっては、主た 

る事業所の所在地  電話       

防 災 教 育 担 当 者 
職・氏名  

講習年月日 番号       

遠隔移報された情報を 

受信する機器の設置場所 

名 称  

所 在 地 電話       

現 場 確 認 要 員 の 

 

待 機 場 所 

名   称 所  在  地 

 電話       

 電話       

 電話       

現場到着までの所要時間  分以内       

受 託 す る 区 域   

 ※  受 付   

備考 １ 必要な関係書類等を添付し、２部提出してください。 

   ２ 所定の欄に記入し得ないときは、別紙に記入のうえ添付してください。 

   ３ ※印欄は記入しないでください。 

 



第１２号様式 

即 時 通 報 業 者 等 登 録 名 簿 

№      

登 録 

番 号 

氏         名 

（法人にあっては名称及び代表者の職・氏名） 

住      所 

（法人にあっては主たる事業所の所在地） 

防災教育担当者の 

職  ・  氏  名 
登 録 年 月 日 摘    要 

  

電話 

   

 

 

  

電話 

   

 

 

  

電話 

   

 

 

  

電話 

   

 

 

  

電話 

   

 

 

  

電話 

   

 

 

 



第１３号様式 

 

第     号  

年  月  日  

         様 

防府市消防本部         

消防長             

 

 

即 時 通 報 業 者 等 登 録 通 知 書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった即時通報業者等登録については、下記

のとおり登録します。 

 なお、登録後において、登録条件に著しく適合しないことが明らかとなった場合、

又は有効期間が終了する日までに登録の更新を申請しなかった場合には、登録を取り

消すことがあります。 

 

記 

 

氏     名 

法人にあっては、名称 

及び代表者の職・氏名 

 

 

住     所 

法人にあっては、主 

たる事業所の所在地 

 

登 録 番 号 第     号 

有 効 期 間 年  月  日 ～   年  月  日 

 

 



第１３号様式の２ 

 

第     号  

年  月  日  

         様 

防府市消防本部         

消防長             

 

 

即 時 通 報 業 者 等 不 登 録 通 知 書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった即時通報業者等登録については、下記

のとおり登録できません。 

 

記 

氏     名 

法人にあっては、名称 

及び代表者の職・氏名 

 

住     所 

法人にあっては、主 

たる事業所の所在地 

 

不 登 録 理 由 

 

備考 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただ 

し、この期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過 

したときは、正当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなくなり

ます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分（審査請求をした場合は、当該審 

査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に 

防府市を被告（代表者 防府市長）として提起することができます。ただし、こ 

の期間内であっても、この処分（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する 

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある 

場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



第１３号様式の３ 

 

第     号  

年  月  日  

         様 

防府市消防本部         

消防長             

 

 

即 時 通 報 業 者 等 登 録 取 消 通 知 書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった即時通報業者等登録については、下記

のとおり登録を取り消します。 

 

記 

氏     名 

法人にあっては、名称 

及び代表者の職・氏名 

 

住     所 

法人にあっては、主 

たる事業所の所在地 

 

登 録 取 消 理 由 

 

備考 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただ 

し、この期間内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過 

したときは、正当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなくなり

ます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分（審査請求をした場合は、当該審 

査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に 

防府市を被告（代表者 防府市長）として提起することができます。ただし、こ 

の期間内であっても、この処分（審査請求をした場合は、当該審査請求に対する 

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、正当な理由がある 

場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



第１４号様式 

 

即 時 通 報 業 者 等 変 更 届 出 書 

年  月  日  

  （宛先）防府市消防長 

 

 

                                    届出者 

 

                                    住所 

 

                                    氏名                               

 

 

登 録 番 号 第    号 

 

氏   名 

法人にあっては、名称 

及び代表者の職・氏名 

 

 

住   所 

法人にあっては、主 

たる事業所の所在地 

電話        

変 更 内 容  

※   受  付  

備考 １ 必要な関係書類等を添付し、２部提出してください。 

   ２ ※印欄は記入しないでください。 



第１５号様式 

年  月  日 

  防府市消防長  様 

                              職            氏名                           

      通報に係る対応結果について（報告） 

          通報により出動した対応概要について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

出 動 日 時 年  月  日  時  分 

出 動 隊 名  途中帰署（所） 有  無 

所 在 地  

名 称  承 認 番 号 第   号 

火災・非火災別 イ．火災（        ） ロ．非火災 

自火報設置種別 イ．法第１７条義務設置    ロ．任意設置 

警 備 業 者 名  

業者等の現着 

時分及び氏名 

  月  日  時  分 

（消防隊到着後    分） 
氏名 

 

 

非火災報の発生 

原因及び処置 

作 動 感 知 器 等 の 種 別  

作動の原因  

処   置  

業者等からの 

結 果 報 告 

報告年月日    年  月  日  時  分 

方 法 等 イ．文書 ロ．電話（報告者氏名      ） 

報 告 事 項  

 

 


